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事業評価書（事前）

平成１９年８月

評価対象（事業名） 地域団塊世代雇用支援事業
主管部局・課室 職業安定局高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課
関係部局・課室 職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課
関連する政策体系

基本目標 Ⅳ 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場にお
いて労働者の職業の安定を図ること

施策目標 ３ 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること

施策目標 ３－１ 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図るこ
と

個別目標１ 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安
定した雇用の確保を促進すること

個別目標２ 中高年齢者の再就職を促進すること

個別目標３ 高年齢者の意欲・能力に応じた多様な就業・社会参加の促
進を図ること

１．現状・問題分析とその改善方策(事業実施の必要性)
（１）現状分析

我が国では、少子高齢化が急速に進展しており、平成16年から平成27年に労働力人口
が約110万人減少することが見込まれている（ 人口減少下における雇用・労働政策の「
課題」2005年７月、雇用政策研究会 。）

一方、健康寿命が男女とも70歳を超え、60歳代前半層においても高い就労意欲がみら
れるとともに 「生活を維持するため」を就労理由とする60歳代前半層も就労者の６割、
を占めている（ 平成16年高年齢者就業実態調査」厚生労働省 。また、約670万人とい「 ）
われる団塊の世代が本年から60歳を迎える中で、改正高年齢者雇用安定法（以下「改正
高齢法」という ）に基づく高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入した企業。
のうち、希望者全員を継続雇用の対象とする企業は39％に止まっている。

（２）問題分析
約670万人といわれる団塊世代が本年から60歳を迎える中で我が国の経済社会の活力

を維持していくためには、高齢者が意欲と能力のある限り、年齢にかかわりなく社会の
支え手として活躍し続けることができるよう、その意欲と能力に応じた雇用機会の確保
を図っていくことが急務となっているが、現下の雇用失業情勢は全体的には改善が進ん
でいるものの、本年４月の60歳前半層の有効求人倍率が0.68倍（年齢計1.09倍）にとど
まっているなど、高齢者を取り巻く労働市場の状況は、依然として厳しいものとなって
いる。

（３）改善方策（事業の必要性）
高齢者が意欲と能力のある限り、年齢にかかわりなく社会の支え手として活躍し続け

ることができるよう、団塊世代の再就職に向けた支援を行うことが必要である。
現状・問題分析に関連する指標

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８
１ 希望者全員の継続雇用制度 － － － － 39

（単位：％）
(調査名・資料出所、備考）
指標１は、平成18年度高年齢者雇用状況報告（平成18年6月1日の状況 （職業安定局）

調べによる）

（整理番号１６）
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２．事業の内容
（１）事業の実施主体

実施主体：国、厚生局、労働局（監督署、安定所、均等室 、検疫所）
都道府県、市区町村、独立行政法人、社会福祉法人、公益法人
その他（事業主団体）

（２）事業の内容（概要）
新規・一部新規
平成18年度から改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置を講じることが事業主に義

務づけられた。平成18年度の高年齢者雇用状況報告によると、確保措置を導入した企業
のうち86％が継続雇用制度を導入しており、このうち希望者全員の継続雇用制度を導入
した企業は39％となっている。

このため、これらの継続雇用の対象基準を満たさないことから定年により離職を余儀
なくされる者を含む年金支給開始年齢前に定年退職する求職者等、意欲と能力を有する
団塊世代の高齢者に対する再就職支援として、①キャリアコンサルティングの実施、②
求職活動支援書の効果的な活用への取組、③就職面接会の開催、④再就職のためのセミ
ナーの開催、⑤業種（職種）転換等新たな分野へチャレンジする者とその成功者等の交
流会の開催等を事業主団体に委託する。

（３）予算
一般会計・厚生保険特会・労働保険特会
予算額（単位：百万円） H16 H17 H18 H19 H20

－ － － － 814
※「H20」については予算概算要求額

３．事業の目標・達成時期
事業の目標 事業により配置されるアドバイザー等による①キャリアコンサルティ

ングの実施、②求職活動支援書の効果的な活用への取組、③就職面接会の開催、④再就
職のためのセミナーの開催、⑤業種（職種）転換等新たな分野へチャレンジする者とそ
の成功者等の交流会の開催等により、団塊世代の高齢者の再就職促進を図る。
政策効果が発現する時期 平成20年度
目標達成時期 平成20年度

４．評価指標
アウトカム指標 本事業と指標の関連についての説明

１ 就職率 本事業による支援を受けた者の就職率
（調査名・資料出所、備考）

指標１は、委託先団体からの報告を労働局にて集計（職業安定局調べによる）

アウトプット指標 本事業と指標の関連についての説明
１ 面接開催回数 面接会を開催した回数
２ セミナー開催回数 高齢者に対するセミナーを開催した回数
（調査名・資料出所、備考）

， 、 （ ）指標１ ２ともに 委託先団体からの報告を労働局にて集計 職業安定局調べによる

５．評価
（１）必要性の評価

その他行政関与の必要性の有無(主に官民の役割分担の観点から) 有 無
(理由)
本事業は、団塊世代の雇用機会の確保に向け求人開拓及び面接会の開催等を実施する

ものであり、年金支給開始年齢前に定年退職する求職者等に対するセーフティーネット
を担う一面を持ち高い公益性を有することから、行政が関与する必要がある。

その他国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) 有 無
(理由)
本事業は、団塊世代の雇用機会の確保という全国的な課題に対する事業であり、国に

おいて全国的に実施する必要がある。

（整理番号１６）
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（整理番号１６）

民営化や外部委託の可否 可 否
(理由)
本事業は、団塊世代の雇用機会の確保に向けて高い意欲を有する事業主団体等への委

託を中心として実施するものである。

他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 有 無
(有の場合の整理の考え方)

（２）有効性の評価
政策効果が発現する経路（投入→活動→結果→成果）

〈投入〉
国から事業主団体への委託→委託先団体による求人開拓

↓
〈活動〉

事業主からの求人提出、高齢者に対するキャリア・コンサルティング（自己分析の促
進、労働市場の把握及び希望条件の明確化等）及び面接会等の実施による就職機会の増
加

↓
〈結果〉

団塊の世代を含めた60歳以上の就職率向上
↓

〈成果〉
対象世代の雇用失業情勢の回復

事業の有効性
本事業の実施により、団塊世代の雇用機会の確保への一層の支援が可能になり、団塊

世代の再就職が一層促進される。

（３）効率性の評価
本事業は、上記のように高い事業効果をあげることが期待される事業主団体への委託

により実施するものであり、手段として適正である。

（４）その他(上記の他、公平性及び優先性等、評価すべき視点がある場合に記入)
なし。

（５）政策等への反映の方向性
評価結果を踏まえ、平成20年度予算概算要求において所要の予算を要求する。

６．特記事項
①国会による決議等の状況（警告決議、附帯決議等）

なし。
②各種政府決定との関係及び遵守状況
○ 「高齢社会対策基本法 （平成７年11月15日法律第129号）第9条第1項において、」

活力ある社会の構築に資するため、高齢者がその意欲と能力に応じて就業することが
できる多様な機会を確保することができるよう必要な施策を講ずることが国の責務と
されている。

○ 「再チャレンジ支援総合プラン （平成18年12月25日「多様な機会のある社会」推」
進会議）において 「人生の各段階における働き方、学び方、暮らし方について選択、
肢を多様化するため、高齢者・団塊世代の活躍の場や社会人の学び直しの機会の拡大
を推進する」とされている。

③総務省による行政評価・監視及び認定関連活動等の状況
なし。
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（整理番号１６）

④会計検査院による指摘
なし。

⑤学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
なし。


